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���48�4�19����18��

武蔵野市は私たち武蔵野市民の自治体である。

私たち武蔵野市民は、この市民による自治という基本理念にたち、「平和な緑と教育」のふるさと武蔵野

市をつくっていくために、市民緑の憲章を定める。

緑は、太陽が照りかがやき、豊かな水と土に恵まれたところに、のびのびと生育するものであり、私たち市民

の生活環境水準をしめす的確な指標である。

人間と自然との調和のないところに、あかるい市民生活、ことに児童の健康、老人のやすらぎはありえない。

だが、今日緑はうしなわれ、公害とあいまって、私たち市民の生命の危機すらまねくにいたっている。

緑の回復は、武蔵野市民の基本的課題となっている。

私たち武蔵野市民は、ただかつての武蔵野の郷愁にひたることなく、ふるき武蔵野の緑をまもり、今日ある

緑をそだて、新しい武蔵野の緑をつくりだしていくことを決意し、ここに市民ならびに市政の目標を明らかにする。

私たち武蔵野市民は

1.　すべての緑はみんなの財産として、大切にする。

 緑は、個人の庭先のものであれ、公園・街路のものであれ、ひとしく市民すべてが共通に享受するも 

 のと考えて大切にする。

2.　常に緑をまもり緑をそだて、これを次代に伝える。

 緑の生育には長い歳月がかかることを考え、緑の保全とともに増植を積極的に行い、これを次代の市 

 民に継承する。

3.　自発的に緑化運動を推進する。

 市民の努力と創意をあつめ、多様なかたちで自発的な緑化運動をくりひろげる。

4.　市の緑化計画と、その実現に参加する。

 市政に緑化の計画的推進をもとめ、計画とその実現に参加する。

武蔵野市は

1.　緑化計画を定め、推進体制を確立する。

 市民参加のもとに長期・短期の緑化計画を定め、これを実現するための強力かつ総合的な行政体 

 制を確立する。

2.　緑のネットワークの充実を積極的にすすめる。

 緑のネットワークの充実を計画的に推進し、市民による緑化に先導的役割をはたす。

3.　市の施設の緑化を、市民に率先してすすめる。

 武蔵野市が所有・管理する全ての施設の緑化を、市民に率先して計画的に推進する。

4.　学校・団地・企業などに自発的な緑化をもとめる。

 武蔵野市内に学校・集合住宅・商店・工場などを建設管理する者にたいして、この市民緑の憲章 

 にもとづく緑化推進の協力をもとめる。

5.　近隣の自治体と協力してひろく緑化を進める。

 武蔵野市民の自発的な緑化運動を基礎として、近隣自治体等の協力のもとに、広域的展望をもった 

 緑化政策を推進する。
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になくてはならないものとなっています。

このように本市にとって大切な緑は、公園緑地

の整備・拡充や開発などに合わせて新たに創出さ

れていますが、維持管理の負担などから民有地で

は減少傾向にあります。また、公園には、高齢化

が進んでいることや単身世帯の増加による地域と

のつながりに対応する交流の場や、保育園の園庭

の代替としての機能などが求められるようになり、

その役割は多様化しています。

緑は、ヒートアイランド現象
＊
の緩和、豪雨・台

風の防災・減災対応、生物の生息場所の確保など

の役割が期待されています。また近年、少子高齢化、

公共施設の老朽化、財政面の制約などの問題が生

じており、緑の分野においても将来を見据えた対

策が求められています。そこで国では、社会が成

熟化して価値観も多様化する中、緑とオープンス

ペース
＊
の多面的な機能をより発揮していくために、

平成29年5月に「都市緑地法等の一部を改正する

法律」を公布し、都市緑地法と関連する都市公園法、

生産緑地法などを改正しました。（［表1］）

武蔵野市の緑の経緯と概要
第1章

本市は、都心から近い立地にあり、利便性が高

く、低層住宅地が広がる地域であることに加え、

都内有数の商業地や企業の先端研究施設、多くの

大学などを有しています。

まちなかに目を向けると、都立井の頭恩賜公園

などの大規模公園や樹林のある公園の緑と、玉川

上水・千川上水などの水辺が調和しています。さ

らに、住宅地の花と緑、街路樹、遊び・休息など

で親しまれている小規模公園、農地、屋敷林・雑

木林などの多彩な緑が身近にあり、これらの要素

が住みたいまちとして評価されている要因の一つ

となっています。

緑豊かで住みやすいまちとなった背景には、緑は

市民の共有財産として、市民一丸となって緑を守り、

新たな緑を育んできた経緯があります。昭和46年に

は、緑化市民委員会（後の緑化・環境市民委員会
＊
）が

設置され、継続的に緑と水辺の整備や保全などに

関する検討と提言を行ってきました。昭和48年には、

全国にも類を見ない緑をテーマにした「武蔵野市民

緑の憲章」が制定され、現在でもこの精神は受け

継がれており、緑は、本市の良好な住環境の形成

都市公園法の主な改正内容
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［表1］緑に関する法改正の主な内容

1　武蔵野市の緑に関する
これまでの経緯

2　緑をとりまく社会背景と
主な動向

����������������� 11������������。



7

また、平成 24年には「生物多様性国家戦略

2012-2020
＊
」の策定により今後の自然共生社会の

あり方が示され、平成28年には「持続可能な開

発目標（SDGs）
＊
」推進のための実施指針が決定し、

経済・社会・環境を統合した持続可能な開発の取

組みが進められています。

これらの主な動向を受け、本市においても実情を

踏まえて対応していくことが求められます。また、

緑は、公園緑地などの公共の緑だけでなく、住宅

地・企業・大学・農地などの民有地の緑から成り立ち、

私たちの日々の暮らしに潤いや安らぎをもたらして

いることから、市全体の緑における保全と創出及び

活用について、将来を見据えた対応が必要です。

（1）緑の基本計画について

緑の基本計画は、都市緑地法第4条に規定される

計画で、緑地の適正な保全、緑化の推進を総合的か

つ計画的に実施するために策定するものです。（［図1］）

（2）緑の基本計画改定の経緯

本市では、平成9年に「むさしのリメイク（武

蔵野市緑の基本計画）」を策定し、その後、平成20

年に計画の改定を行い、「武蔵野市緑の基本計画

2008」を策定しました。

改定後10年が経過し、これまでの計画の成果を

活かしつつ、本市の実情や緑をとりまく社会情勢の

変化に的確に対応し、緑施策を総合的・計画的に

展開するため、「武蔵野市緑の基本計画」の改定が

必要になったことから計画に専門家や市民、地域で

活動している方の意見を反映するために、平成27

年・28年度に「第5期武蔵野市緑化・環境市民委員

会」を開催し、提言としてとりまとめています。平成

29年・30年度には、学識経験者・市内の企業・農

業委員・緑ボランティア・公募市民からなる「緑の

基本計画検討委員会」と、庁内で横断的に緑に関

する施策を検討する、「庁内検討委員会」を設置し、

さらに、広く意見を取り入れるため、ワークショップ
＊

・オープンハウス
＊
・パブリックコメント

＊
などを実施

し、様々な視点から議論を行いました。（［図2］）

［図1］計画の位置付け

都市緑地法、

都市公園法など

東京都
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武蔵野市第五期長期計画・調整計画
＊

武蔵野市緑の基本計画

（都市緑地法第4条）

武蔵野市の分野別

行政計画
＊
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3　緑の基本計画とは
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［図2］計画改定の流れ

緑の基本計画の対象となる「緑」は、樹木や草花などの植物に限らず、

生息する動物や昆虫などの生物を含むものとし、公園緑地、農地、屋敷林・

雑木林、学校の樹木や花壇、玉川上水・千川上水・仙川などの水辺、道

路の街路樹、駅前広場の緑、住宅の花や庭木、神社や寺の緑、企業・マ

ンション・商業施設などの緑とします。

（3）緑の定義と役割

緑の基本計画における「緑」について、その定

義と役割を示します。

上記で述べた「緑」は、市民の生活環境を様々

な面で支えており、主に次に示す役割を担っています。

緑の定義

武蔵野市緑の基本計画2008 �����市����

�に���市��������

���������������

���������������市��

��������市������
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�市����������
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将来像を実現するための施策

国・東京都・

武蔵野市などの動向

計画の論点整理 改定のポイントの抽出

旧計画の評価

計画の基本的な考え方

������������

�����

�本��
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第5期武蔵野市緑化・

環境市民委員会提言書



9

（1）立地

本市は、都心から約20km西方にあり、東京都

特別区と多摩地域をつなぐ位置にあります。

かつては、人々の生活と農地、屋敷林・雑木林

が溶け込む風景が広がっていました。　　

戦後の人口増加に伴い、住宅地が増加し、全国

でも人口密度の高い都市のひとつとなりましたが、

現在でも歴史を感じる緑や水辺が見られるなど、

多様な緑を有しています。

（2）緑の概要

1）緑の概況

［図3］は、本市の緑の分布を表す地図です。市

内の緑は中央地域北部と武蔵境地域で多く、吉祥

寺地域や駅周辺で少ない傾向にあります。吉祥寺

地域では、個人の庭木を中心とした緑の分布が見

られ、中央地域や武蔵境地域では、大規模な都市

公園などが緑の中心となっています。また、農地

の多くは市域西側に点在しています。

緑の役割

◎都市環境改善の機能

・地球温暖化の防止、ヒートアイランド現象
＊
の緩和、大気の浄化、騒音の低減、

雨水浸透・保水機能など

◎生態系の保全

・生物の生息・生育環境の創出・保全、生物が緑地・水辺を移動するための回廊の形成

など

◎潤いと健康・レクリエーションの機能

・心身の潤い、憩いの場、運動・遊びの場、自然とのふれあい、環境教育の場、

様々な社会参加の場　など

◎防災機能

・火災の延焼防止、避難場所、避難路、災害復旧拠点　など

◎都市景観の形成

・季節感を感じる景観の形成、良好な街並の形成　など

◎地域の活性化

・地域のお祭りやイベントなどのにぎわい空間　など

◎地域の歴史の継承

・農地、屋敷林・雑木林・社寺林・上水などの歴史を伝える機能　など

4　武蔵野市の緑を
 とりまく概要
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［図3］市内の緑の分布図
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3）水辺の緑

市内を流れる玉川上水と千川上水は、かつて

はいずれも清流が途絶えていましたが、東京都

と周辺自治体などの連携により清流を復活させ、

貴重な水辺となっています。

玉川上水は、文化財保護法による国の史跡に

指定され、都の計画に基づいた保存管理が行わ

れています。千川上水は平成18年度より武蔵野

市に管理が移管され、「千川上水整備基本計画
＊
」

に基づき散策路やベンチの整備を行っています。

一級河川である仙川は、平成10年に策定した

「仙川水辺環境整備基本計画（仙川リメイク）
＊
」

に基づき、コンクリート護岸から親水空間への

改修整備を進めています。

2）公園緑地

市立公園は、現在市内に178箇所あり、一人当

たりの公園緑地面積は、4.5㎡（平成30年4月1日現在）

となっています。小規模な公園が多いことが、本

市の特徴の一つです。

また、市立公園のほか、3つの大規模な都立公

園（井の頭恩賜公園・武蔵野中央公園・小金井公園）、

遊歩道・借地公園・苗木畑があります。

公園施設などを計画的に維持管理・更新するた

めに「公園施設長寿命化計画
＊
」と、それぞれの

公園緑地が持つ機能や特性を明らかにし、地域間

で相互に補完しあうことで効果的に公園緑地を改

修する「公園・緑地リニューアル計画
＊
」を策定し、

既存の公園の維持管理や魅力向上に取組んでいま

す。

������������������� ����������������������������

武蔵境駅 三鷹駅 吉祥寺駅
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6）駅周辺の緑

吉祥寺駅・三鷹駅・武蔵境駅の3駅には、ま

ちの玄関口として広場や街路樹が整備されてい

ます。

吉祥寺駅では「吉祥寺グランドデザイン
＊
」、

三鷹駅では「三鷹駅北口街づくりビジョン
＊
」

に基づき整備が進められています。また、武蔵

境駅周辺では中央線連続立体交差事業に伴い、

北口広場が完成したことにより、南北一体の緑

あふれるまちづくりが進んでいます。

7）農地

江戸時代から続く農業が現在でも営まれてお

り、農の風景が維持されています。農地は、農

産物の生産の場だけでなく、都市における防災

機能、ヒートアイランド現象
＊
の緩和機能、雨

水の涵養などの環境保全機能など、重要な役割

を担っていますが、相続税の負担や担い手など

の課題から減少傾向にあります。（［図4］）

都市農地の保全に努めるとともに、「農」の

大切さを実感し、「農」に触れる機会の創出と

して、農業ふれあい公園を整備しています。

4）道路の緑

桜並木などの街路樹は、自然樹形
＊
を大切にし

た維持管理を行っており、低木や地被・花などと

ともに緑豊かな街並を形成しています。また、専

門家の診断を受けての更新や定期的な点検・剪定

を行い、保全を進めています。

道路整備に合わせ、新たな緑を創出し、美しい

道路景観と緑のネットワークづくりを進めていま

す。

5）学校の緑

学校には記念樹や大木が多く、接道部の緑化な

どが充実していることから、緑豊かな街並を形成

する地域の緑となっています。老木となった樹木

は、専門家の診断を受けて計画的な更新を行って

います。　　

小学校にはビオトープ
＊
を整備し、環境教育で

活用しています。
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ている要因の一つとして考えられます。

8）住宅地の緑

本市の大部分を占める住宅地は、花や庭木が植

えられ、暮らしている人々の温かみを感じること

ができます。緑豊かな街並づくりとして、道路に

接する接道部の緑化（［図5］）と、誕生・新築記

念の苗木の配布や保存樹木の指定などにより緑化

を推進しています。

住宅地の緑被地面積の推移（［図6］）をみると、

平成17年に減少が見られます。これは、宅地の

細分化や建替えに伴う庭木の減少が主な原因と考

えられます。一方で新たなマンション開発などで

緑が創出されたことにより、平成28年は、平成

12年の緑被地面積を上回る結果となっています。

本市のある地点における見た目の緑の割合を示

す「緑視率
＊
」は、市全体で増加しています。（［図

7］）緑視率は、25％以上で「緑が多い」と感じる

とされており、本市は27.6％（平成28年）である

ことから、緑豊かで住みよいまちとして評価され

［図4］農地面積の推移

［図5］接道部緑化
＊
総延長の推移

����������� 30� 6������

��� 28����������������������

�����������������。

��� 17��22��������
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［図7］市全域の緑視率の推移

�� 5�6�7���������� ����������������
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［図6］住宅地の緑被地面積の推移
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10）歴史の面影を残す緑

市内には、緑や水辺を通じて、歴史の面影を感

じることができる空間があります。

五日市街道沿いには、江戸時代の短冊状の地割

が現在でも見られます。また、江戸へ飲料水を供

給していた玉川上水と千川上水があり、歴史を伝

える緑と水辺となっています。

武蔵境地域にある境山野緑地には、かつて薪や

炭の生産場などとして維持されてきた雑木林があ

り、この地域一帯が、明治の文豪である国木田独

歩の小説「武蔵野」と関わりがあるため、「独歩

の森」とも呼ばれ親しまれています。

昭和初期には、郊外住宅地が広がり、現在も見

られる大木や屋敷林を有する比較的敷地にゆとり

のある住宅開発が進み、近郊農村から近郊都市へ

発展していきました。

軍需工場だった中島飛行機製作所の跡地は、は

らっぱを残した公園にしようと市民運動が起こり、

現在の都立武蔵野中央公園が整備されました。

また、武蔵野八幡宮・四軒寺・杵築大社などの

社寺林は、歴史と風格を感じることができる緑と

して市民に親しまれています。

9）大学・企業・商業施設の緑

大学・企業・商業施設では、敷地の公開や緑化

が行われています。

成蹊学園のケヤキ並木は、武蔵野市指定天然記

念物と環境省「残したい日本の音風景100選」に

指定され、市民に親しまれています。市内の企業

では、敷地の一部が歩行空間として市民に提供さ

れています。商業施設ではプランターや屋上庭

園・壁面緑化
＊
による緑化がなされています。壁

面緑化は、戸建住宅についで事業所（事務所・店

舗・倉庫）が多い結果となっています。（［図8］）

このように、大学・企業・商業施設などの民間

の取組みにより、ゆとりのある街並と、花と緑に

よる憩いの空間が創出されています。

［図8］壁面緑化の箇所数と割合（建物用途別）

��������� ����������������

  ��� 29� 4������

�������������������������

��������������������

�������������������



第1章　武蔵野市の緑の経緯と概要

14

本市の緑は市民の満足度が高く、地域の緑を守

り育てる市民活動に対して、多くの人が関心を持

っていることがわかります。

11）多摩の森林保全について

多摩の森林は、東京都の面積の3分の1を占め

ており、大気保全機能・雨水涵養機能・災害防止

機能・保健休養機能などの点から、都市の生活を

支えています。本市の水道水の約8割が地下水で

あることからも、多摩の森林は重要です。

そこで、本市では「森林の荒廃は、山側だけの

問題ではなく、森林の恵みを受けている都市側住

民においても認識を深め、関心を高めていく必要

がある」という考えに基づき、多摩の森林を保全

する事業に取組んでいます。森林資源を活用した

様々な体験ができる場として、平成13年8月に「二

俣尾・武蔵野市民の森
＊
」を開設し、自然観察会

などを開催しています。また、平成16年度から

は「奥多摩・武蔵野の森事業
＊
」として奥多摩町

と共同で、シカの食害により裸地化した森林の整

備にも取組んでおり、一定の回復が見られます。

12）緑に関する市民意識

「武蔵野市のみどり 武蔵野市自然環境等実態調

査報告書
＊
」（平成29年4月）の緑に関するアンケー

ト調査では、「本市の緑をどう思っているか」の

質問に対して、約7割の人が、「かなり満足して

いる」「やや満足している」と回答しています。

（［図9］）

また、「地域の緑を守り育てる市民活動を行っ

ているか」の質問に対して約6割の人が、「地域

の緑を守り育てる市民活動を行っている」または

「今後行ってみたい」と回答しています。（［図10］）

������������������

［図9］本市の緑についてのアンケート結果
 

［図10］地域の緑を守り育てる市民活動についての

アンケート結果
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